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脱
法
ハ
ー
ブ
を
は
じ
め
脱

法
ド
ラ
ッ
ク
類
の
危
険
性
を

十
分
認
識
さ
せ
学
校
と
保
護

者
、
地
域
が
連
携
し
必
要
な

対
策
を
早
急
に
と
る
べ
き
だ
。

教
育
長
の
ご
決
意
を
。

　
教
育
長
　
薬
物
乱
用
防
止

教
育
は
、
児
童
生
徒
の
将
来

を
見
す
え
、
自
分
の
身
は
自

分
で
守
り
、
自
ら
判
断
し
行

動
で
き
る
力
を
家
庭
や
地
域

と
密
に
連
携
し
な
が
ら
育
成

す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と

考
え
る
。

　
今
後
も
薬
物
乱
用
の
恐
ろ

し
さ
を
児
童
生
徒
の
発
達
段

階
に
応
じ
て
十
分
理
解
さ
せ
、

自
分
自
身
を
大
切
に
す
る
自

尊
感
情
を
高
め
、
公
徳
心
、

遵
法
精
神
な
ど
を
育
成
す
る

中
で
、
違
法
ド
ラ
ッ
ク
に
関

わ
ら
な
い
よ
う
自
ら
判
断
し

行
動
で
き
る
児
童
生
徒
の
育

成
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

　
薬
物
乱
用
防
止
対
策

　
南
古
谷
地
区
の
人
口
増
加

質問 質問

問答 　
子
ど
も
達
の
放
課
後
が
充

実
し
た
も
の
に
な
る
よ
う
、

地
域
、
学
校
、
家
庭
の
連
携

協
力
を
整
え
「
放
課
後
子
ど

も
教
室
」
を
実
施
で
き
な
い

か
教
育
長
の
見
解
を
伺
う
。

　
教
育
長
　
放
課
後
子
ど
も

教
室
の
実
施
に
つ
い
て
は
、

事
業
に
協
力
い
た
だ
け
る
地

域
の
人
々
の
社
会
貢
献
に
つ

な
が
る
と
と
も
に
、
子
ど
も

に
と
っ
て
も
、
よ
り
多
く
の

放
課
後
の
メ
ニ
ュ
ー
が
あ
る

こ
と
で
、
選
択
の
幅
が
広
が

る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
一
方
、

サ
ポ
ー
ト
す
る
人
材
や
場
所

の
確
保
、
財
源
の
確
保
、
実

施
形
態
と
い
っ
た
課
題
も
あ

る
こ
と
か
ら
、
庁
内
関
係
各

課
、
学
校
及
び
子
ど
も
サ
ポ

ー
ト
委
員
会
の
関
係
者
の
皆

様
の
意
見
を
伺
い
な
が
ら
、

検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
放
課
後
子
ど
も
プ
ラ
ン

　
公
共
工
事
の
入
札
改
善

　
大
東
市
民
セ
ン
タ
ー
周
辺

質問 質問 質問

問答

民
主
党
　
山
　
根
　
史
　
子

薬
物
乱
用
防
止
対
策
に
つ
い
て

日
本
共
産
党
　 

川
　
口
　
知
　
子

「
放
課
後
子
ど
も
教
室
」を
！

　
合
併
浄
化
槽
の
適
正
な
維

持
管
理
が
河
川
の
浄
化
に
繋

が
る
。
浄
化
槽
設
置
者
へ
維

持
管
理
の
必
要
性
を
周
知
徹

底
す
る
為
に
市
は
ど
の
よ
う

な
取
り
組
み
を
し
て
い
る
か
。

　
環
境
部
長
　
新
た
に
合
併

処
理
浄
化
槽
が
設
置
さ
れ
た

場
合
、
保
守
点
検
業
者
・
清

掃
業
者
を
記
載
し
た
浄
化
槽

使
用
開
始
報
告
書
の
提
出
を

徹
底
す
る
と
共
に
、
建
築
確

認
申
請
や
設
置
届
の
際
に
は

法
定
検
査
申
込
書
の
添
付
を

指
導
し
て
い
る
。
ま
た
、
台

帳
か
ら
適
正
に
維
持
管
理
さ

れ
て
い
な
い
浄
化
槽
を
選
び

出
し
、
年
間
８
０
０
件
以
上

の
啓
発
指
導
を
始
め
た
。
市

独
自
で
維
持
管
理
補
助
を
実

施
す
る
な
ど
適
正
な
維
持
管

理
の
推
進
を
図
り
、
県
と
連

携
し
法
定
検
査
実
施
率
の
向

上
に
向
け
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
浄
化
槽
の
保
守
点
検
等

　
民
間
開
発
に
お
け
る
公
園

質問 質問

　
様
々
な
形
で
の
復
興
支
援

が
あ
る
が
「
ガ
レ
キ
処
理
」

で
、
東
北
地
方
の
復
興
支
援

が
で
き
た
ら
と
考
え
る
。

３
月
議
会
の
決
議
は
そ
の
後

ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

　
環
境
部
長
　
市
議
会
の
決

議
を
真
摯
に
受
け
止
め
て
、

市
民
の
安
全
・
安
心
が
図
れ

る
こ
と
、
通
常
の
ご
み
処
理

に
支
障
が
な
い
こ
と
を
条
件

に
検
討
を
重
ね
て
い
る
。

　
具
体
的
検
討
内
容
と
し
て
、

放
射
性
物
質
濃
度
や
放
射
線

量
の
測
定
、
震
災
が
れ
き
の

処
理
に
必
要
な
技
術
的
な
要

件
と
し
て
、
木
く
ず
は
ご
み

の
発
熱
量
が
高
く
、
塩
分
が

多
い
と
聞
い
て
い
る
の
で
、

こ
れ
に
対
応
し
た
ご
み
処
理

施
設
の
運
転
方
法
や
異
物
が

混
入
し
た
場
合
等
、
通
常
の

ご
み
処
理
に
支
障
が
生
じ
な

い
対
策
を
検
討
し
て
い
る
。

　
男
女
共
同
参
画
推
進

　
復
興
支
援

質問 質問

　
川
越
駅
周
辺
の
放
置
自
転

車
が
歩
道
を
ふ
さ
ぐ
な
ど
問

題
に
な
っ
て
い
る
。
放
置
禁

止
区
域
内
の
新
設
店
舗
に
お

け
る
駐
輪
施
設
の
設
置
義
務

化
に
つ
い
て
見
解
を
伺
う
。

　
市
民
部
長
　
現
在
、
民
営

に
つ
い
て
は
大
型
店
舗
等
の

設
置
者
の
み
、
自
転
車
駐
車

場
の
設
置
に
つ
い
て
努
力
義

務
を
課
し
て
い
る
。
し
か
し
、

店
舗
施
設
の
大
小
を
問
わ
ず
、

そ
の
施
設
利
用
者
に
対
す
る

自
転
車
駐
車
場
の
設
置
を
含

め
た
対
応
は
、
利
用
者
へ
の

利
便
性
向
上
と
と
も
に
放
置

自
転
車
の
抑
止
に
も
つ
な
が

る
と
考
え
ら
れ
る
。
今
後
、

商
店
会
、
自
治
会
な
ど
の
意

見
や
、
周
辺
他
市
等
の
動
向

を
み
な
が
ら
、
義
務
化
を
含

め
た
、
新
設
店
舗
等
に
対
す

る
自
転
車
駐
車
場
施
設
の
設

置
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

　
自
転
車
の
安
全
安
心
確
保

　
学
校
給
食
と
Ｐ
Ｆ
Ｉ

質問 質問

市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

　 

髙
　
橋
　
　
　
剛

駐
輪
施
設
の
設
置
義
務
化

問答 問答

問答

民
主
党
　 

山
　
木
　
綾
　
子

ガ
レ
キ
処
理
で
復
興
支
援
を
！

や
ま
ぶ
き
会
　
若
　
海
　
　
　
保

浄
化
槽
の
維
持
管
理
に
つ
い
て
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イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
中
継
の
お
知
ら
せ

　
開
会
日
、
議
案
質
疑
日
、
最
終
日
の
模
様
を

ネ
ッ
ト
で
、
生
（
ラ
イ
ブ
）
・
録
画
中
継
し
て

お
り
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

趣
旨

　
ご
承
知
の
様
に
、
政
府
は
二
〇
〇
二
年
三
月
に
「
平
成
二
十
二
年
こ

ろ
に
は
司
法
試
験
の
合
格
者
数
を
年
間
三
千
人
程
度
と
す
る
こ
と
を
目

指
す
」
と
の
閣
議
決
定
を
い
た
し
ま
し
た
。
当
時
お
よ
そ
千
人
で
あ
っ

た
合
格
者
を
三
倍
に
す
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
こ
の
閣
議
決
定
は
前

年
の
司
法
制
度
改
革
審
議
会
の
意
見
書
に
添
っ
た
も
の
で
す
。

　
実
際
に
は
現
時
点
で
合
格
者
を
決
定
す
る
法
務
省
も
年
間
二
千
人
程

度
の
合
格
者
に
と
ど
め
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
近
時
マ
ス
コ
ミ
で

報
道
さ
れ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
新
人
弁
護
士
の
就
職
難
が
激
化
し
、

弁
護
士
会
へ
の
登
録
さ
え
ま
ま
な
ら
な
い
人
が
多
数
生
ま
れ
て
き
て
お

り
ま
す
。
ま
た
、
何
と
か
登
録
し
て
弁
護
士
を
開
業
す
る
に
し
て
も
、

先
輩
弁
護
士
の
指
導
を
受
け
ら
れ
ず
、
い
わ
ば
研
修
医
が
研
修
を
う
け

な
い
ま
ま
に
メ
ス
を
振
る
う
よ
う
な
状
況
が
生
ま
れ
て
き
て
い
ま
す
。

勿
論
、
法
曹
人
口
と
い
う
か
ら
に
は
裁
判
官
や
検
察
官
も
含
ま
れ
る
の

で
す
が
、
こ
ち
ら
の
採
用
は
ほ
と
ん
ど
増
加
し
て
お
ら
ず
、
実
際
に
は

増
加
し
た
法
曹
の
九
十
二
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
が
弁
護
士
で
あ
り
、
司
法

試
験
合
格
者
の
急
増
イ
コ
ー
ル
弁
護
士
人
口
の
急
増
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。

　
そ
も
そ
も
、
我
が
国
に
は
他
国
に
は
例
を
見
な
い
司
法
書
士
・
税
理

士
・
行
政
書
士
・
社
会
保
険
労
務
士
・
弁
理
士
な
ど
の
弁
護
士
の
隣
接

士
業
が
存
在
し
、
立
派
に
そ
の
職
責
を
果
た
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

我
が
国
は
米
国
な
ど
と
異
な
り
「
和
を
も
っ
て
尊
し
」
と
す
る
国
民
性

が
あ
り
、
な
ん
で
も
法
と
裁
判
で
決
着
を
つ
け
る
と
い
う
社
会
で
は
な

い
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
今
後
、
日
本
国
民
の
人
口
は
減
少
の
一
途
を

た
ど
る
こ
と
は
確
実
視
さ
れ
て
も
お
り
、
事
実
近
時
全
裁
判
所
の
新
受

件
数
は
平
成
十
三
年
の
約
五
百
六
十
三
・
二
万
件
か
ら
平
成
二
十
二
年

度
の
約
四
百
三
十
一
・
八
万
件
と
減
少
し
て
お
り
ま
す
。
司
法
制
度
改

革
審
議
会
意
見
書
が
前
提
と
し
た
社
会
的
条
件
が
実
際
と
異
な
っ
た
と

言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
ま
た
、
こ
の
四
月
二
十
日
に
は
総
務
省
が
弁
護
士
増
員
を
見
直
す
こ

と
を
勧
告
し
ま
し
た
。
供
給
過
多
で
質
の
低
下
を
懸
念
し
て
の
こ
と
と

報
道
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
以
上
の
状
況
で
す
の
で
、
貴
議
会
に
お
き
ま
し
て
本
問
題
に
つ
い
て

前
記
件
名
の
意
見
書
の
提
出
を
い
た
だ
き
た
く
お
願
い
申
し
上
げ
る
次

第
で
す
。

　
　
　
　
　
請
願
者
　
川
越
市
宮
下
町
二
―
一
―
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
埼
玉
弁
護
士
会
川
越
支
部
支
部
長
　
段
　
貞
行

弁
護
士
人
口
激
増
問
題
に
関
す
る

　
　
意
見
書
提
出
に
つ
い
て
の
請
願
書

請
　
願

弁護士人口激増問題に関する意見書提出についての請願書

専決処分の承認を求めること

川越市税条例の一部を改正する条例を定めること

川越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定めること

川越市学童保育室条例の一部を改正する条例を定めること

川越地区消防組合規約の変更

西部地域振興ふれあい拠点施設（仮称）の建設に関する協定

平成24年度川越市一般会計補正予算（第1号）

平成24年度川越市国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）

弁護士人口激増問題に関する意見書 

川越市議会委員会条例の一部を改正する条例を定めること

副市長の選任につき同意を求めること　＜風間清司氏＞

固定資産評価員の選任につき同意を求めること　＜相川満氏＞

請願　１

議案４６

議案４７

議案４８

議案４９

議案５０

議案５１

議案５２

議案５３

議案５４

議案５５

意見書２

同意　２

同意　３

採　　択

承　　認

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

同　　意

同　　意

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

※1

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

△

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

議 案 議 決 結 果 一 覧 表
○ …… 賛成　 × …… 反対　 △ …… 退席

議員提出
議案　２

川越市保育の実施及び保育料に関する条例の一部を改正する条
例を定めること

川越市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一
部を改正する条例を定めること

議案

番号

議　決

結　果
議　案　名

会 派 等 の 賛 否

無会派や
ま
ぶ
き
会

11人

公
明
党

7人

自
民
無
所
属
ク
ラ
ブ
5人

日
本
共
産
党

4人

民
主
党

3人

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
川
越
21
2人

市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

2人

み
ん
な
の
党

1人

無
所
属

1人

※1……賛成2人、退席1人 ＊議長は採決に加わっておりません

川越市公式ホームページ　http://www.city.kawagoe.saitama.jp/

「議会中継について」を
クリックしてください。

からお入りください。

川越市公式ホームページ内の
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脱
法
ハ
ー
ブ
を
は
じ
め
脱

法
ド
ラ
ッ
ク
類
の
危
険
性
を

十
分
認
識
さ
せ
学
校
と
保
護

者
、
地
域
が
連
携
し
必
要
な

対
策
を
早
急
に
と
る
べ
き
だ
。

教
育
長
の
ご
決
意
を
。

　
教
育
長
　
薬
物
乱
用
防
止

教
育
は
、
児
童
生
徒
の
将
来

を
見
す
え
、
自
分
の
身
は
自

分
で
守
り
、
自
ら
判
断
し
行

動
で
き
る
力
を
家
庭
や
地
域

と
密
に
連
携
し
な
が
ら
育
成

す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と

考
え
る
。

　
今
後
も
薬
物
乱
用
の
恐
ろ

し
さ
を
児
童
生
徒
の
発
達
段

階
に
応
じ
て
十
分
理
解
さ
せ
、

自
分
自
身
を
大
切
に
す
る
自

尊
感
情
を
高
め
、
公
徳
心
、

遵
法
精
神
な
ど
を
育
成
す
る

中
で
、
違
法
ド
ラ
ッ
ク
に
関

わ
ら
な
い
よ
う
自
ら
判
断
し

行
動
で
き
る
児
童
生
徒
の
育

成
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

　
薬
物
乱
用
防
止
対
策

　
南
古
谷
地
区
の
人
口
増
加

質問 質問

問答 　
子
ど
も
達
の
放
課
後
が
充

実
し
た
も
の
に
な
る
よ
う
、

地
域
、
学
校
、
家
庭
の
連
携

協
力
を
整
え
「
放
課
後
子
ど

も
教
室
」
を
実
施
で
き
な
い

か
教
育
長
の
見
解
を
伺
う
。

　
教
育
長
　
放
課
後
子
ど
も

教
室
の
実
施
に
つ
い
て
は
、

事
業
に
協
力
い
た
だ
け
る
地

域
の
人
々
の
社
会
貢
献
に
つ

な
が
る
と
と
も
に
、
子
ど
も

に
と
っ
て
も
、
よ
り
多
く
の

放
課
後
の
メ
ニ
ュ
ー
が
あ
る

こ
と
で
、
選
択
の
幅
が
広
が

る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
一
方
、

サ
ポ
ー
ト
す
る
人
材
や
場
所

の
確
保
、
財
源
の
確
保
、
実

施
形
態
と
い
っ
た
課
題
も
あ

る
こ
と
か
ら
、
庁
内
関
係
各

課
、
学
校
及
び
子
ど
も
サ
ポ

ー
ト
委
員
会
の
関
係
者
の
皆

様
の
意
見
を
伺
い
な
が
ら
、

検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
放
課
後
子
ど
も
プ
ラ
ン

　
公
共
工
事
の
入
札
改
善

　
大
東
市
民
セ
ン
タ
ー
周
辺

質問 質問 質問

問答

民
主
党
　
山
　
根
　
史
　
子

薬
物
乱
用
防
止
対
策
に
つ
い
て

日
本
共
産
党
　 

川
　
口
　
知
　
子

「
放
課
後
子
ど
も
教
室
」を
！

　
合
併
浄
化
槽
の
適
正
な
維

持
管
理
が
河
川
の
浄
化
に
繋

が
る
。
浄
化
槽
設
置
者
へ
維

持
管
理
の
必
要
性
を
周
知
徹

底
す
る
為
に
市
は
ど
の
よ
う

な
取
り
組
み
を
し
て
い
る
か
。

　
環
境
部
長
　
新
た
に
合
併

処
理
浄
化
槽
が
設
置
さ
れ
た

場
合
、
保
守
点
検
業
者
・
清

掃
業
者
を
記
載
し
た
浄
化
槽

使
用
開
始
報
告
書
の
提
出
を

徹
底
す
る
と
共
に
、
建
築
確

認
申
請
や
設
置
届
の
際
に
は

法
定
検
査
申
込
書
の
添
付
を

指
導
し
て
い
る
。
ま
た
、
台

帳
か
ら
適
正
に
維
持
管
理
さ

れ
て
い
な
い
浄
化
槽
を
選
び

出
し
、
年
間
８
０
０
件
以
上

の
啓
発
指
導
を
始
め
た
。
市

独
自
で
維
持
管
理
補
助
を
実

施
す
る
な
ど
適
正
な
維
持
管

理
の
推
進
を
図
り
、
県
と
連

携
し
法
定
検
査
実
施
率
の
向

上
に
向
け
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
浄
化
槽
の
保
守
点
検
等

　
民
間
開
発
に
お
け
る
公
園

質問 質問

　
様
々
な
形
で
の
復
興
支
援

が
あ
る
が
「
ガ
レ
キ
処
理
」

で
、
東
北
地
方
の
復
興
支
援

が
で
き
た
ら
と
考
え
る
。

３
月
議
会
の
決
議
は
そ
の
後

ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

　
環
境
部
長
　
市
議
会
の
決

議
を
真
摯
に
受
け
止
め
て
、

市
民
の
安
全
・
安
心
が
図
れ

る
こ
と
、
通
常
の
ご
み
処
理

に
支
障
が
な
い
こ
と
を
条
件

に
検
討
を
重
ね
て
い
る
。

　
具
体
的
検
討
内
容
と
し
て
、

放
射
性
物
質
濃
度
や
放
射
線

量
の
測
定
、
震
災
が
れ
き
の

処
理
に
必
要
な
技
術
的
な
要

件
と
し
て
、
木
く
ず
は
ご
み

の
発
熱
量
が
高
く
、
塩
分
が

多
い
と
聞
い
て
い
る
の
で
、

こ
れ
に
対
応
し
た
ご
み
処
理

施
設
の
運
転
方
法
や
異
物
が

混
入
し
た
場
合
等
、
通
常
の

ご
み
処
理
に
支
障
が
生
じ
な

い
対
策
を
検
討
し
て
い
る
。

　
男
女
共
同
参
画
推
進

　
復
興
支
援

質問 質問

　
川
越
駅
周
辺
の
放
置
自
転

車
が
歩
道
を
ふ
さ
ぐ
な
ど
問

題
に
な
っ
て
い
る
。
放
置
禁

止
区
域
内
の
新
設
店
舗
に
お

け
る
駐
輪
施
設
の
設
置
義
務

化
に
つ
い
て
見
解
を
伺
う
。

　
市
民
部
長
　
現
在
、
民
営

に
つ
い
て
は
大
型
店
舗
等
の

設
置
者
の
み
、
自
転
車
駐
車

場
の
設
置
に
つ
い
て
努
力
義

務
を
課
し
て
い
る
。
し
か
し
、

店
舗
施
設
の
大
小
を
問
わ
ず
、

そ
の
施
設
利
用
者
に
対
す
る

自
転
車
駐
車
場
の
設
置
を
含

め
た
対
応
は
、
利
用
者
へ
の

利
便
性
向
上
と
と
も
に
放
置

自
転
車
の
抑
止
に
も
つ
な
が

る
と
考
え
ら
れ
る
。
今
後
、

商
店
会
、
自
治
会
な
ど
の
意

見
や
、
周
辺
他
市
等
の
動
向

を
み
な
が
ら
、
義
務
化
を
含

め
た
、
新
設
店
舗
等
に
対
す

る
自
転
車
駐
車
場
施
設
の
設

置
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

　
自
転
車
の
安
全
安
心
確
保

　
学
校
給
食
と
Ｐ
Ｆ
Ｉ

質問 質問

市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

　 

髙
　
橋
　
　
　
剛

駐
輪
施
設
の
設
置
義
務
化

問答 問答

問答

民
主
党
　 

山
　
木
　
綾
　
子

ガ
レ
キ
処
理
で
復
興
支
援
を
！

や
ま
ぶ
き
会
　
若
　
海
　
　
　
保

浄
化
槽
の
維
持
管
理
に
つ
い
て
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イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
中
継
の
お
知
ら
せ

　
開
会
日
、
議
案
質
疑
日
、
最
終
日
の
模
様
を

ネ
ッ
ト
で
、
生
（
ラ
イ
ブ
）
・
録
画
中
継
し
て

お
り
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

趣
旨

　
ご
承
知
の
様
に
、
政
府
は
二
〇
〇
二
年
三
月
に
「
平
成
二
十
二
年
こ

ろ
に
は
司
法
試
験
の
合
格
者
数
を
年
間
三
千
人
程
度
と
す
る
こ
と
を
目

指
す
」
と
の
閣
議
決
定
を
い
た
し
ま
し
た
。
当
時
お
よ
そ
千
人
で
あ
っ

た
合
格
者
を
三
倍
に
す
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
こ
の
閣
議
決
定
は
前

年
の
司
法
制
度
改
革
審
議
会
の
意
見
書
に
添
っ
た
も
の
で
す
。

　
実
際
に
は
現
時
点
で
合
格
者
を
決
定
す
る
法
務
省
も
年
間
二
千
人
程

度
の
合
格
者
に
と
ど
め
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
近
時
マ
ス
コ
ミ
で

報
道
さ
れ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
新
人
弁
護
士
の
就
職
難
が
激
化
し
、

弁
護
士
会
へ
の
登
録
さ
え
ま
ま
な
ら
な
い
人
が
多
数
生
ま
れ
て
き
て
お

り
ま
す
。
ま
た
、
何
と
か
登
録
し
て
弁
護
士
を
開
業
す
る
に
し
て
も
、

先
輩
弁
護
士
の
指
導
を
受
け
ら
れ
ず
、
い
わ
ば
研
修
医
が
研
修
を
う
け

な
い
ま
ま
に
メ
ス
を
振
る
う
よ
う
な
状
況
が
生
ま
れ
て
き
て
い
ま
す
。

勿
論
、
法
曹
人
口
と
い
う
か
ら
に
は
裁
判
官
や
検
察
官
も
含
ま
れ
る
の

で
す
が
、
こ
ち
ら
の
採
用
は
ほ
と
ん
ど
増
加
し
て
お
ら
ず
、
実
際
に
は

増
加
し
た
法
曹
の
九
十
二
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
が
弁
護
士
で
あ
り
、
司
法

試
験
合
格
者
の
急
増
イ
コ
ー
ル
弁
護
士
人
口
の
急
増
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。

　
そ
も
そ
も
、
我
が
国
に
は
他
国
に
は
例
を
見
な
い
司
法
書
士
・
税
理

士
・
行
政
書
士
・
社
会
保
険
労
務
士
・
弁
理
士
な
ど
の
弁
護
士
の
隣
接

士
業
が
存
在
し
、
立
派
に
そ
の
職
責
を
果
た
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

我
が
国
は
米
国
な
ど
と
異
な
り
「
和
を
も
っ
て
尊
し
」
と
す
る
国
民
性

が
あ
り
、
な
ん
で
も
法
と
裁
判
で
決
着
を
つ
け
る
と
い
う
社
会
で
は
な

い
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
今
後
、
日
本
国
民
の
人
口
は
減
少
の
一
途
を

た
ど
る
こ
と
は
確
実
視
さ
れ
て
も
お
り
、
事
実
近
時
全
裁
判
所
の
新
受

件
数
は
平
成
十
三
年
の
約
五
百
六
十
三
・
二
万
件
か
ら
平
成
二
十
二
年

度
の
約
四
百
三
十
一
・
八
万
件
と
減
少
し
て
お
り
ま
す
。
司
法
制
度
改

革
審
議
会
意
見
書
が
前
提
と
し
た
社
会
的
条
件
が
実
際
と
異
な
っ
た
と

言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
ま
た
、
こ
の
四
月
二
十
日
に
は
総
務
省
が
弁
護
士
増
員
を
見
直
す
こ

と
を
勧
告
し
ま
し
た
。
供
給
過
多
で
質
の
低
下
を
懸
念
し
て
の
こ
と
と

報
道
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
以
上
の
状
況
で
す
の
で
、
貴
議
会
に
お
き
ま
し
て
本
問
題
に
つ
い
て

前
記
件
名
の
意
見
書
の
提
出
を
い
た
だ
き
た
く
お
願
い
申
し
上
げ
る
次

第
で
す
。

　
　
　
　
　
請
願
者
　
川
越
市
宮
下
町
二
―
一
―
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
埼
玉
弁
護
士
会
川
越
支
部
支
部
長
　
段
　
貞
行

弁
護
士
人
口
激
増
問
題
に
関
す
る

　
　
意
見
書
提
出
に
つ
い
て
の
請
願
書

請
　
願

弁護士人口激増問題に関する意見書提出についての請願書

専決処分の承認を求めること

川越市税条例の一部を改正する条例を定めること

川越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定めること

川越市学童保育室条例の一部を改正する条例を定めること

川越地区消防組合規約の変更

西部地域振興ふれあい拠点施設（仮称）の建設に関する協定

平成24年度川越市一般会計補正予算（第1号）

平成24年度川越市国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）

弁護士人口激増問題に関する意見書 

川越市議会委員会条例の一部を改正する条例を定めること

副市長の選任につき同意を求めること　＜風間清司氏＞

固定資産評価員の選任につき同意を求めること　＜相川満氏＞

請願　１

議案４６

議案４７

議案４８

議案４９

議案５０

議案５１

議案５２

議案５３

議案５４

議案５５

意見書２

同意　２

同意　３

採　　択

承　　認

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

同　　意

同　　意

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

※1

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

△

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

議 案 議 決 結 果 一 覧 表
○ …… 賛成　 × …… 反対　 △ …… 退席

議員提出
議案　２

川越市保育の実施及び保育料に関する条例の一部を改正する条
例を定めること

川越市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一
部を改正する条例を定めること

議案

番号

議　決

結　果
議　案　名

会 派 等 の 賛 否

無会派や
ま
ぶ
き
会

11人

公
明
党

7人

自
民
無
所
属
ク
ラ
ブ
5人

日
本
共
産
党

4人

民
主
党

3人

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
川
越
21
2人

市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

2人

み
ん
な
の
党

1人

無
所
属

1人

※1……賛成2人、退席1人 ＊議長は採決に加わっておりません

川越市公式ホームページ　http://www.city.kawagoe.saitama.jp/

「議会中継について」を
クリックしてください。

からお入りください。

川越市公式ホームページ内の


